
令和7年度　　【姫路市乳がん検診対象者　確認表】
　令和7年４月１日現在、偶数年齢の方（○マーク）は、前年度の受診に関わらず受診可能となります。

４月１日現在 生年月日（和暦） 【参考】生年月日（西暦） 受診の可否 その他

４０歳 S５９．４．２～S６０．４．１ 1984.4.2～1985.4.1 ○ 無料クーポン対象

４１歳 S５８．４．２～S５９．４．１ 1983.4.2～1984.4.1 × 受診できません

４２歳 S５７．４．２～S５８．４．１ 1982.4.2～1983.4.1 ○ 無料クーポン対象

４３歳 S５６．４．２～S５７．４．１ 1981.4.2～1982.4.1 × 受診できません

４４歳 S５５．４．２～S５６．４．１ 1980.4.2～1981.4.1 ○ 無料クーポン対象

４５歳 S５４．４．２～S５５．４．１ 1979.4.2～1980.4.1 × 受診できません

４６歳 S５３．４．２～S５４．４．１ 1978.4.2～1979.4.1 ○ 無料クーポン対象

４７歳 S５２．４．２～S５３．４．１ 1977.4.2～1978.4.1 × 受診できません

４８歳 S５１．４．２～S５２．４．１ 1976.4.2～1977.4.1 ○ 無料クーポン対象

４９歳 S５０．４．２～S５１．４．１ 1975.4.2～1976.4.1 × 受診できません

５０歳 S４９．４．２～S５０．４．１ 1974.4.2～1975.4.1 ○ 無料クーポン対象

５１歳 S４８．４．２～S４９．４．１ 1973.4.2～1974.4.1 × 受診できません

５２歳 S４７．４．２～S４８．４．１ 1972.4.2～1973.4.1 ○ 無料クーポン対象

５３歳 S４６．４．２～S４７．４．１ 1971.4.2～1972.4.1 × 受診できません

５４歳 S４５．４．２～S４６．４．１ 1970.4.2～1971.4.1 ○ 無料クーポン対象

５５歳 S４４．４．２～S４５．４．１ 1969.4.2～1970.4.1 × 受診できません

５６歳 S４３．４．２～S４４．４．１ 1968.4.2～1969.4.1 ○ 無料クーポン対象

５７歳 S４２．４．２～S４３．４．１ 1967.4.2～1968.4.1 × 受診できません

５８歳 S４１．４．２～S４２．４．１ 1966.4.2～1967.4.1 ○ 無料クーポン対象

５９歳 S４０．４．２～S４１．４．１ 1965.4.2～1966.4.1 × 受診できません

６０歳 S３９．４．２～S４０．４．１ 1964.4.2～1965.4.1 ○ 無料クーポン対象

６１歳 S３８．４．２～S３９．４．１ 1963.4.2～1964.4.1 × 受診できません

６２歳 S３７．４．２～S３８．４．１ 1962.4.2～1963.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

６３歳 S３６．４．２～S３７．４．１ 1961.4.2～1962.4.1 × 受診できません

６４歳 S３５．４．２～S３６．４．１ 1960.4.2～1961.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

６５歳 S３４．４．２～S３５．４．１ 1959.4.2～1960.4.1 × 受診できません

６６歳 S３３．４．２～S３４．４．１ 1958.4.2～1959.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

６７歳 S３２．４．２～S３３．４．１ 1957.4.2～1958.4.1 × 受診できません

６８歳 S３１．４．２～S３２．４．１ 1956.4.2～1957.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

６９歳 S３０．４．２～S３１．４．１ 1955.4．2～1956.4.1 × 受診できません

７０歳 S２９．４．２～S３０．４．１ 1954.4.2～1955.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

７１歳 S２８．４．２～S２９．４．１ 1953.4.2～1954.4.1 × 受診できません

７２歳 S２７．４．２～S２８．４．１ 1952.4.2～1953.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

７３歳 S２６．４．２～S２７．４．１ 1951.4.2～1952.4.1 × 受診できません

７４歳 S２５．４．２～S２６．４．１ 1950.4.2～1951.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

７５歳 S２４．４．２～S２５．４．１ 1949.4.2～1950.4.1 × 受診できません

７６歳 S２３．４．２～S２４．４．１ 1948.4.2～1949.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

７７歳 S２２．４．２～S２３．４．１ 1947.4.2～1948.4.1 × 受診できません

７８歳 S２１．４．２～S２２．４．１ 1946.4.2～1947.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

７９歳 S２０．４．２～S２１．４．１ 1945.4.2～1946.4.1 × 受診できません

８０歳 S１９．４．２～S２０．４．１ 1944.4.2～1945.4.1 ○ 自己負担あり（3,300円）

： ： ： ：
以後、4月1日偶数年齢が対象。
奇数年齢は、受診できません。


